様式第3号(第6条関係)
第　　　　　号
年　　月　　日
　　　　　　　　様
彦　根　市　長　　

成年後見制度利用支援助成金交付・不交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました成年後見制度利用支援助成金について、彦根市成年後見制度利用支援助成金交付要綱第6条第2項の規定により、下記のとおり決定します。

記

	1　決定内容
	承　　認　　・　　不　承　認

	2　助成額
	円

	3　本人
	住　所
	

	
	氏　名
	

	4　代理人
	住　所
	

	
	氏　名
	

	5　不承認の理由
	

	6　注意事項
	　本人または代理人等が、次の行為をしたときは、助成金の交付決定を取り消し、当該助成金の全部または一部の返還を求めることがあります。
(1)　助成金を成年後見人等の報酬以外の目的に使用したとき。
(2)　正当な理由がなく、変更届の報告をしないとき。
(3)　その他不正または不適当な行為があったとき。




